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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

 対象鳥獣  イノシシ・ニホンジカ・ニホンザル（アカ

ゲザル・交雑種）・ハクビシン・アライグマ

・キョン・タヌキ・ノウサギ・カルガモ・カ

ラス・ドバト・スズメ・ヒヨドリ・キジ 

 計画期間   令和８年度～令和１０年度 

 対象地域  木更津市 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和６年度） 

鳥獣の種類 

 

被害の現状 

品 目 被害数値 

イノシシ 

ニホンジカ 

ニホンザル（アカゲ

ザル・交雑種） 

ハクビシン 

アライグマ 

 

キョン 

タヌキ 

ノウサギ 

カルガモ 

カラス 

ドバト 

スズメ 

ヒヨドリ 

キジ 

水稲・果樹・野菜・いも類 

水稲・豆類・果樹 

果樹・野菜 

 

果樹・野菜 

水稲・豆類・果樹・野菜・飼料作

物・いも類 

豆類・果樹・野菜 

野菜 

― 

野菜 

水稲・果樹・野菜 

― 

野菜 

野菜 

野菜 

 

5,282 千円、3.22ha 

375 千円、0.3ha 

421 千円、0.06ha 

 

378 千円、0.14ha 

3,428 千円、1.59ha 

 

404 千円、0.16ha 

12 千円、0.01ha 

― 

156 千円、0.01ha 

1,250 千円、0.63ha 

― 

61 千円、0.03ha 

180 千円、0.08ha 

354 千円、0.15ha 

 

 

（２）被害の傾向 

木更津市における鳥獣被害は、イノシシを中心として、農作物に被害を

与えている。 

イノシシは、富来田地区及び鎌足地区で水稲や農地の掘り起こし等の被

害が発生しているが、波岡地区・清川地区・金田地区にも拡大しており、被

害は収穫期に限らず通年発生している。また、近年、小櫃川沿い周辺の農地

に侵入している。 

ニホンジカについては、富来田地区及び清川地区において目撃・捕獲が

増加傾向にあり、水稲や豆類・果樹の収穫時期を中心に農作物被害が拡大

傾向にある。 



ニホンザル（アカゲザル・交雑種）は、富来田地区で果樹や野菜等の収穫

時期などを中心に農作物被害が発生している。 

ハクビシンによる農作物被害は、年間を通じてほぼ市内全域に拡大して

おり、家屋侵入等による生活環境被害も確認されている。 

アライグマによる農作物被害は、年間を通じてほぼ市内全域に拡大して

おり、家屋侵入等による生活環境被害も確認されている。 

キョンについては、富来田地区及び鎌足地区において目撃・捕獲が増加

傾向にあり、野菜・果樹での被害が発生している。 

タヌキによる農作物被害は、年間を通じてほぼ市内全域に拡大しており、

家屋侵入等による生活環境被害も確認されている。 

ノウサギは、富来田地区及び鎌足地区で目撃情報があり、今後被害が報

告される可能性がある。 

 鳥類に関しては、年間を通じて市内一円で被害が発生しており、カラス・

ヒヨドリは果樹・野菜で多くの食害があり、スズメは水稲の被害を与えて

いる。また、キジは野菜の被害を与えている。カルガモについては野菜の被

害が発生している。 

 

 

（３）被害の軽減目標 

指標 現状値（６年度） 目標値（１０年度） 

イノシシ 5,282 千円 

3.2ha 

4,437 千円 

2.67ha 

ニホンジカ 375 千円 

0.3ha 

315 千円 

0.252ha 

ニホンザル（アカ

ゲザル・交雑種） 

421 千円 

0.06ha 

354 千円 

0.05ha 

ハクビシン 378 千円 

0.14ha 

318 千円 

0.12ha 

アライグマ 3,428 千円 

1.59ha 

2,880 千円 

1.34ha 

キョン 404 千円 

0.11ha 

339 千円 

0.09ha 

タヌキ 12 千円 

0.01ha 

10 千円 

0.01ha 

ノウサギ ― ― 

スズメ・カラス・

カルガモ・ヒヨド

リ・キジ・サギ 

2,019 千円 

0.91ha 

1,696 千円 

0.76ha 

 



（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕 獲 等

に 関 す

る取組 

 

 

木更津猟友会、木更津鳥獣被害

をなくす会への捕獲委託契約

により捕獲を実施し、国・県補

助と併せ捕獲経費の助成を行

った。 

箱わな整備実績 

令和４年度 大型獣用 10 基 

      サル用   4 基 

小型獣用 22 基 

令和５年度 大型獣用 10 基 

      サル用   4 基 

小型獣用 8 基 

令和６年度 小型獣用  1 基 

従事者の高齢化、担い手不足によ

り、活動範囲の縮小と捕獲計画の

達成が懸念されるため、従事者確

保について今後の検討が必要で

ある。 

 

 

 

 

防 護 柵

の 設 置

等 に 関

す る 取

組 

鳥獣被害防止総合対策交付金

を活用し、木更津市有害鳥獣対

策協議会を事業主体とした物

理柵、電気柵を設置した。 

設置実績 

令和４年度  ﾜ ｲ ﾔ ｰ ﾒ ｯ ｼ ｭ柵 

14,489m 

令和５年度 実績なし 

令和６年度 ワイヤーメッシ

ュ柵 3,010m 

             電気柵 2160m 

防護柵設置後は未設置の農地へ

と有害獣が移動し被害を引き起

こしている。 

また、過去に設置した防護柵の老

朽化に伴い、今後、集落単位の維

持修繕等の費用が発生すると思

われる。 

 

生 息 環

境 管 理

そ の 他

の取組 

捕獲従事者による捕獲活動の

実施および地元による耕作放

棄地の刈払いの実施 

従事者の高齢化、担い手不足によ

り、活動範囲の縮小と捕獲計画の

達成が懸念される。 

 

（５）今後の取組方針 

有害鳥獣被害対策に対する共通認識を持ち、補助事業を活用した防護柵

設置による防除を進め、効果的な捕獲を実施できる体制を整備していく。 

 また、生息環境管理として、放任果樹の除去、緩衝帯の整備を実施できる

体制を地元や関係機関と連携し整備していく。 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

木更津猟友会、木更津鳥獣被害をなくす会への捕獲委託契約により捕獲を



実施する。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和８年

度 

から 

令和１０

年度 

 

 

イノシシ 

ニホンジ

カ 

ニホンザ

ル（アカ

ゲザル・

交雑種） 

ハクビシ

ン 

アライグ

マ 

キョン 

タヌキ 

ノウサギ 

鳥類 

 

 

地元等と連携し、農作物の生育状況及び被害状況を

把握したうえで捕獲機材の整備等を行い、効果的な

捕獲を行う。 

 また、猟友会による銃器及びわな、木更津鳥獣被

害をなくす会によるわなによる捕獲の実施をすると

ともに、水産物の被害状況を把握した上で、猟友会

による猟銃での捕獲及び追い払いを行う。 

 

 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

過去の捕獲実績や被害地域の状況を把握し、県の千葉県第二種特定鳥獣

管理計画、特定外来生物防除実施計画等も踏まえて設定している。 

 

対象鳥獣 

 

捕獲計画数等 

 令和８年度  令和９年度  令和１０年度 

イノシシ １３００頭 １３００頭 １３００頭 

ニホンジカ ２５０頭  ２５０頭  ２５０頭 

ニホンザル（アカ

ゲザル・交雑種） 

  ２０頭   ２０頭   ２０頭 

ハクビシン  １００頭  １００頭  １００頭 

アライグマ  ３００頭  ３００頭  ３００頭 

キョン  ２５０頭  ２５０頭  ２５０頭 

タヌキ  １００頭  １００頭  １００頭 

カルガモ  １００羽  １００羽  １００羽 

カラス  ３００羽  ３００羽  ３００羽 



ドバト  １００羽  １００羽  １００羽 

スズメ １０００羽 １０００羽 １０００羽 

ヒヨドリ  ３００羽  ３００羽  ３００羽 

キジ   ６０羽   ６０羽   ６０羽 

 

 捕獲等の取組内容 

農作物被害は通年発生しているため、木更津猟友会、木更津

鳥獣被害をなくす会との捕獲委託契約により、くくりわなや

箱わなを農村地域、その周辺地域を中心に設置し、適正な捕

獲に取り組む。 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

該当なし 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

該当なし  

 

 

４．防護柵の設置等に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 

 

整備内容 

 令和８年度  令和９年度  令和１０年度 

イノシシ、ニホ

ンジカ、ニホン

ザル（アカゲザ

ル・交雑種）、

ハクビシン、ア

ライグマ、キョ

ン、タヌキ、ノ

ウサギ 

 

物理柵 

電気柵 

5,000ｍ 

 

 

物理柵 

電気柵 

5,000ｍ 

 

 

物理柵 

電気柵 

5,000ｍ 

 

 

（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 

対象鳥獣 

 

取組内容 

 令和８年度  令和９年度  令和１０年度 

イノシシ、ニホ

ンジカ、ニホン

ザル（アカゲザ

ル・交雑種）、

 木更津猟友会と

連携し、被害防止

に効果的な有害鳥

獣捕獲事業の実施

 木更津猟友会と

連携し、被害防止

に効果的な有害鳥

獣捕獲事業の実施

 木更津猟友会と

連携し、被害防止

に効果的な有害鳥

獣捕獲事業の実施



ハクビシン、ア

ライグマ、キョ

ン、タヌキ、ノ

ウサギ 

を行っていく。 

 被害の程度や傾

向等を勘定し、追

い払い等の必要な

措置を行う。 

を行っていく。 

 被害の程度や傾

向等を勘定し、追

い払い等の必要な

措置を行う。 

を行っていく。 

 被害の程度や傾

向等を勘定し、追

い払い等の必要な

措置を行う。 

 

５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和８年

度 

から 

令和１０

年度 

イ ノ シ

シ、 

ニホンザ

ル（アカ

ゲザル・

交雑種）

アライグ

マ、 

ハクビシ

ン、ニホ

ンジカ 

キョン、

ノ ウ サ

ギ、タヌ

キ 

鳥類 

 

物理柵・電気柵の設置者への適正な管理指導を行う

とともに、生息環境管理として放任果樹の除去、緩

衝帯の整備等を実施できる体制を地元や関係機関と

連携し取り組む。 

 

 

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

木更津市役所 有害鳥獣の捕獲依頼、関係機関との連絡調整 

木更津警察署 現場封鎖や交通規制等による住民の安全確保

や必要に応じ、市と連携した対応を図る 

木更津市猟友会（駆除隊） 有害鳥獣の捕獲・追払い 

木更津鳥獣被害をなくす会 有害獣の捕獲 
 
 
 
 
 

（２）緊急時の連絡体制 

 

発 見 者 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

捕獲後の処理については、埋設・焼却・放獣（ニホンザル：追跡調査対象個

体）・食肉利用とする。 

 アライグマについては、千葉県アライグマ防除実施計画の捕獲個体の取

り扱いに基づき実施する。 

 

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有 

効な利用に関する事項 

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

食品 イノシシ、シカ、キョンについては獣肉加工施設への

搬入および自家消費を行い、可能な限り有効活用を図

る。 

ペットフード 利用予定なし 

 

 

皮革 利用予定なし 

 

 

その他 

（油脂、骨製品、角 

製品、動物園等で 

のと体給餌、学術 

研究等） 

利用予定なし 

 

（２）処理加工施設の取組 

株式会社ＫＵＲＫＫＵ ＦＩＥＬＤＳが運営を行い、市職員が搬入確認・

放射性物質検査を行うものとする。 

 

 

（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組 

君津地域 

振興事務所 

木更津猟友会 

（駆除隊） 
木更津市 

木更津 

警察署 

警察署 



衛生管理を徹底するために国産ジビエ認証制度を活用して研修の実施を

行う。 

 

９．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称  

構成機関の名称 役割 

木更津市役所 被害防止計画の策定、協議会事務局の運営 

木更津市農業協同組合 被害状況の情報提供、対策 

千葉県農業共済組合ぼうそう

支所 

被害状況の情報提供、対策 

木更津猟友会 有害鳥獣捕獲の担い手 

地元区代表 被害状況の情報提供、対策 

鳥獣保護管理員 鳥獣による農林水産業に係る被害防止の指

導 

株式会社ＫＵＲＫＫＵ ＦＩ

ＥＬＤＳ 

獣類の食肉利用及び中間処理 

木更津鳥獣被害をなくす会 有害獣捕獲の担い手 
 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

千葉県野生鳥獣対策本部 被害対策の取組支援 

君津地域振興事務所 捕獲許可、捕獲に係る指導 

君津農業事務所 防除、生息環境管理等に対する支援、指導 
 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

平成３０年８月２０日設立 構成員（令和６年度）市職員９名、民間３名 

小型獣用箱わな貸し出し、回収、大型獣用わな見回り、農作物被害相談・現

地確認等を行う。今後の取り組みについて検討する。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

関係団体と捕獲機材、ノリ網を利用した簡易防護柵の講習会などを開催す

ることにより、鳥獣被害防止に努める。 

 

10．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

近隣市・関係機関と情報交換を行いながら連携を図る。 

地域全体で放任果樹の除去や防護柵の設置等を実施するなど、取り組みを

図る。 

 


